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表-2.2.5.5 給水用具数と同時使用水量比 

総給水用具数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 

使用水量比 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0 

（出典：公益社団法人日本水道協会「水道施設設計指針（2012 年版」） 

 

（2）集合住宅 

①戸数に基づき同時使用水量を算出する方法（表-2.2.5.6～7 参照） 

 

表-2.2.5.6 戸数に基づく同時使用水量の算出 

戸数 同時使用水量 

1 戸（末端の住戸） Q＝34.0 

10 戸未満 Q＝42N0.33 

10 戸以上 600 戸未満 Q＝19N0.67 

600 戸以上 Q＝2.8N0.97 

Q：同時使用水量（L/min） N：住宅戸数（戸）      

（社団法人空気調和・衛生工学会「空気調和・衛生工学便覧第 4巻第 14版」を参考とした。） 

 

 

表-2.2.5.7 戸数に基づく同時使用水量の早見表        

（単位：L/min.） 

戸数 0 戸 1 戸 2 戸 3 戸 4 戸 5 戸 6 戸 7 戸 8 戸 9 戸 

0 戸 0.0 34.0 52.8 60.4 66.4 71.5 75.9 79.9 83.5 86.8 

10 戸 88.9 94.8 100.5 106.0 111.4 116.7 121.8 126.9 131.8 136.7 

20 戸 141.4 146.1 150.8 155.3 159.8 164.3 168.6 172.9 177.2 181.4 

30 戸 185.6 189.7 193.8 197.8 201.8 205.8 209.7 213.6 217.4 221.2 

40 戸 225.0 228.8 232.5 236.2 239.9 243.5 247.1 250.7 254.3 257.8 

50 戸 261.3 264.8 268.3 271.7 275.1 278.5 281.9 285.3 288.6 291.9 

60 戸 295.2 298.5 301.8 305.1 308.3 311.5 314.7 317.9 321.1 324.2 

70 戸 327.4 330.5 333.6 336.7 339.8 342.9 345.9 349.0 352.0 355.0 

80 戸 358.0 361.0 364.0 366.9 369.9 372.8 375.8 378.7 381.6 384.5 

90 戸 387.4 390.3 393.1 396.0 398.8 401.7 404.5 407.3 410.1 412.9 

※ 戸数に基づく同時使用水量は小数点以下２位切り上げにより算出した値である。 

※ 給水戸数が 100 戸以上は上記の計算式により算出するものとする。 
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表-2.2.5.10  給水器具負荷単位一覧表 

器 具 水 栓 
負 荷 単 位 数 

公衆用 私室用 

大 便 器 
洗 浄 弁 10 6 

洗 浄 タ ン ク 5 3 

小 便 器 
洗 浄 弁 5  

洗 浄 タ ン ク 3  

洗 面 器 給 水 栓 2 1 

手 洗 い 器 給 水 栓 1 0.5 

医 療 用 洗 面 器 給 水 栓 3  

事 務 室 用 流 し 給 水 栓 3  

台 所 流 し 給 水 栓  3 

料 理 場 流 し 給 水 栓 4 2 

料 理 場 流 し 混 合 栓 3  

食 器 洗 流 し 給 水 栓 5  

連 合 流 し 給 水 栓  3 

洗 面 流 し 

（ 水 栓 1 個 に つ き ） 
給 水 栓 2  

掃 除 用 流 し 給 水 栓 4 3 

浴 槽 給 水 栓 4 2 

シ ャ ワ ー 混 合 栓 4 2 

浴 室 一 そ ろ い 大 便 器 が 洗 浄 弁 に よ る 場 合  8 

浴 室 一 そ ろ い 大便器が洗浄タンクによる場合  6 

水 飲 器 水 飲 み 水 栓 2 1 

湯 沸 し 器 ボ ー ル タ ッ プ 2  

散 水 ・ 車 庫 給 水 栓 5  

※ 給湯器併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の値の 3/4 とする。 

（出典：社団法人空気調和・衛生工学会「空気調和・衛生工学便覧第 4巻第 14版」） 
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100 

その月の使用日数 80 

補給水量（m3/h）＝ 
使用時間（h/日） 

計画一日使用水量（m3/日） 

2）受水槽式の計画一日使用水量等の算出 

（1）計画一日使用水量 

建物種類別単位給水量、使用時間、人員（表-2.2.10.11）による。 

なお、これによりがたい場合は、協議のうえ、当該施設の規模、内容、類似する他の使

用実績等に基づいて十分考慮して設定するものとし、算出方法は下記のとおりとする。 

 

 

計画一日使用水量（㎥/日）＝                    × 

 

（2）補給水量 

 

                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去一年間の最高使用月の水量 
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図-2.2.13.2 メーターユニットの例 

（公益財団法人給水工事技術振興財団「改定 給水装置工事技術指針」を参考とした。） 

 

2) 配管の口径 

 給水支管の配管口径は、水理計算を満足するものとすること（詳細は、2-2-6_“給水

管の口径の決定”を参照）。なお、圧力損失を少なくするため、先細り配管はせず同口径

とし、立上管は、原則、口径 50mm 以下とする。 

 

3) その他に必要な弁栓類やその付属用具 

給水支管の配管例は、図-2.2.13.3～5 のとおりとし、給水支管の設計における留意

事項は以下のとおりとする。 

(1) 排水設備は給水支管の管末に設けなければならない（給水支管口径 25mm は除く）。 

なお、排水設備の操作は管理者しか行うことができないため、その設置位置は、管

理者が非常時に操作することができる位置とする。 

(2) 排水設備の放流先は、洗管作業の際に採水が容易に行える敷地内の 300 角の雨水枡 

を標準とし、吐水口空間の確保をしなければならない。 

(3) 立上管が２本以上ある場合、その基部に止水機能及び逆止機能を設けるものとする。 

(4) 立上管の最頂部等の適切な場所に停滞する空気を排出する機能と、断水等における 

負圧を解消できる吸気する機能を併せ持った吸排気弁を設置するものとする（表

-2.2.13.4 参照）。 

(5) 建物との接続基部には、フレキシブル継手等により耐震性について考慮するものと 

する。 

(6) 直結直圧式の給水支管の場合、停電や故障により増圧給水設備が運転停止した場合 

でも敷地内において水道水を使用できるようにするため、第一止水栓の上流側から

分岐した非常用栓（共用栓と併用可能）を設置しなければならない。 

 

表-2.2.13.4 立上管に必要な吸気量（弁差圧 2.9kPa 時の値）（参考） 

立上管口径（mm） 20 25 32 40 50 

吸気量（L/min） 90 150 240 420 840 

（出典：UR 都市機構「機材の品質判定基準」） 







第 2編 給水装置工事施行基準 

 第 2章 計画と設計 

- 78 - 

 

14 増圧給水設備 

 給水方式を直結増圧式とする場合、増圧給水設備の設置が必要となる。その際、性能及

び設置に係る留意事項を満たす必要がある。 

【主な関係法令等】施行令第 6条第 1項第 3号 

（解説） 

1)  求められる性能 

 (1)  日本水道協会規格「水道用直結加圧形ポンプユニット（JWWA B 130）」の基準と 

同等以上のものであること。 

(2)  始動、停止及び運転中の過度な応答による配水管の圧力変動が極小さく、ポンプ運

転により配水管の圧力に影響を与えるような脈動を生じないこと（施行令第６条第

１項第３号）。 

(3)  吸込側の水圧が通常の範囲より低下したとき自動停止し、水圧が回復したとき自動

復帰すること。 

 

2)  増圧給水設備の設置に係る留意事項 

(1)  増圧給水設備の口径については、口径 75mm まで使用可能とし、管理者との協議に

より決定すること。なお、口径 75mm の増圧給水設備を使用する場合、原則、被分岐

管の口径が 150mm 以上でること。 

(2)  建物内配管の圧力損失の低減及び水量の確保の観点から増圧給水設備前後の配管

を大きくする場合、１口径程度とすること。また、停滞水による衛生問題の発生を

防止するため、過大な増径は避けること。 

(3)  停電等の非常時に増圧給水設備が適切に稼働しないことにより、水を使用できない

直結直圧式である非常用栓（共用栓との併用可能）を設置すること。 

(4)  １つの敷地に複数の建物があり、複数の増圧給水装置を設置する場合、増圧給水設

備を相互に連絡しないこと。 

(5)  増圧給水設備の設置場所は、原則として１階又は地階部分とし、設置後も維持管理

が容易にできるスペースを確保できる場所に設置すること。また、屋外に設置する

場合、凍結防止対策を行うこと。 

(6)  配水管から増圧給水設備までの給水管延長が長くなると、給水管内圧力の変動が大

きくなり、増圧給水設備の運転に支障が生じる場合があるため、給水管延長を考慮

すること。なお、配水管から増圧給水設備までの給水管延長は、給水管口径 40mm

では延長 30m 程度以内、口径 50mm では延長 50m 程度以内が目安である。 

(7)  増圧給水設備を配水管より低い場所に設置する場合、給水管を一度地上に上げて 

空気弁の設置を考慮すること。 

(8)  増圧給水設備の接合部には、適切な防振対策を施すこと。 

(9)  増圧給水設備及び減圧式逆流防止器の機能を適正に保つために、管理責任者により

１年に１回以上の保守点検を行うこと。 

(10)  事故等が発生した場合の対応を速やかに行うため、緊急連絡先を記したプレートを

増圧給水設備又はその付近の見付けやすい場所に設置すること（図-2.2.14.1 参照）。 














































